
令和５年 7 月 27日 
国土交通省関東地方整備局 

利根川上流河川事務所 

利根川上流河川事務所 表彰制度について 
～優秀若手技術者表彰制度、ＩＣＴ活用優秀下請企業表彰制度を創設します～ 

 利根川上流河川事務所では、事務所所管の工事に関し、その施工等が優秀であって他の模

範なる工事について、工事成績を評価するとともに、優秀若手技術者表彰、ＩＣＴ活用優秀

下請企業表彰として選定し、これを表彰することにより、技術力の向上及び円滑な事業の推

進に資することを目的とした表彰制度を創設します。 

 表彰は令和６年度より実施し、表彰の対象期間は、令和５年８月１日以降に公告した工事

かつ前年度に完成した工事となります。 

 なお、優秀若手技術者表彰受賞者は、利根川上流河川事務所が発注する総合評価落札方式

による分任官工事の手続きにおいて、表彰の日から２年の期間、配置予定技術者の技術力に

おける項目に加点評価を受けることができます。また、ＩＣＴ活用優秀下請企業表彰受賞者

は、利根川上流河川事務所が発注する総合評価落札方式による分任官工事の手続きにおい

て、表彰の日から２年の期間、企業の技術力における項目に加点評価を受けることができま

す。 
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利根川上流河川事務所 優秀若手技術者表彰、ＩＣＴ活用優秀下請企業表彰 選定要領 

 

（目的） 

第１条  この要領は、利根川上流河川事務所所管の工事に関し、その施工等が優秀であって他の模範と

なる工事について、工事成績を評価するとともに優秀若手技術者表彰、ＩＣＴ活用優秀下請企業

表彰として選定し、これを表彰することにより、技術力の向上及び円滑な事業の推進に資するこ

とを目的とする。 

（選定の方法と基準） 

第２条  優秀若手技術者表彰、ＩＣＴ活用優秀下請企業表彰の対象は、別に定める「選定基準」に基づ

き優秀若手技術者表彰・ＩＣＴ活用優秀下請企業表彰選定委員会（以下、「委員会」という。）で

審査し、事務所長が選定するものとする。 

（委員会） 

第３条  委員会を構成する委員は、事務所長、副所長（事務、事業、計画）、総括保全対策官、契約事務

管理官、経理課長、工務第一課長、工務第二課長、防災対策課長、管理課長、施設管理課長とし、

委員長は、事務所長がこれに当たる。 

（表彰者） 

第４条  優秀若手技術者表彰、ＩＣＴ活用優秀下請企業表彰は、事務所長が行う。 

（表彰の対象期間） 

第５条  前年度に完成した工事とする。 

（表彰の取り消し） 

第６条  表彰の対象となった工事において、表彰後に関東地方整備局から口頭厳重注意以上の措置（指

名停止、文書厳重注意及び口頭厳重注意）を受けた場合は、表彰を取り消す。 

（その他） 

第７条  本要領に関する事務は、計画課が当たるものとする。 

２．優秀若手技術者表彰受賞者は、利根川上流河川事務所が発注する総合評価落札方式による分任

官工事の手続きにおいて、表彰の日から２年の期間、配置予定技術者の技術力における項目に加

点評価を受けられるものとする。 

３．ＩＣＴ活用優秀下請企業表彰受賞者は、利根川上流河川事務所が発注する総合評価落札方式に

よる分任官工事の手続きにおいて、表彰の日から２年の期間、企業の技術力における項目に加点

評価を受けられるものとする。 

（付則） 

本要領は、令和５年８月１日から施行し、同日以降に公告する工事から適用するものとする。 

建設業担い手育成・確保貢献工事表彰制度（平成２６年１２月８日施行、平成２８年６月２８

日一部改正）については、令和５年７月３１日までに公告する工事に適用するものとし、以降廃

止とする。 
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